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１ はじめに 

（１）本検討会の設置 

平成 24 年 4 月 1 日から施行された改正老人福祉法において、「市町村は、前条の規

定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助

（以下「後見等」という。）の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図

るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推

薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」（第 32 条の２第１項）

とともに、「都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人

材の育成及び活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を

行うように努めなければならない。」（同条第２項）と規定されるなど、福祉的観点か

らの成年後見制度利用促進への取組が課題とされている。  

そこで、地域福祉推進のため、民法に規定する後見、保佐及び補助（以下「後見等」

という。）の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修の実

施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な

措置につき、主として専門職以外の第三者による後見等（以下「市民後見」という。）

のあり方を検討するため、神奈川県の委託を受け、「市民後見人養成あり方検討会」を

平成 24 年 5 月 30 日に設置した。  

 

 

（２）本報告について 

平成 24 年 7 月 6 日の第１回検討会からこれまで計７回の検討を重ねてきた。この

中で、平成 24 年度前半には、市民後見人養成のあり方検討における主要論点の整理

や、市民後見人の養成研修に関する検討等を行った結果、検討会において、養成の方

向性について一定の了解のなされた事項について「中間とりまとめ」として公表した。

平成 24 年度後半においては、「中間とりまとめ」の考え方に基づき、本県平塚市を対

象地域として「市民後見人養成講座（基礎研修）」が実施されたことから、当該基礎研

修の実施結果をふまえ、今後の「神奈川県における市民後見人養成のあり方について」

の検討を行い、その検討結果を、平成 25 年 3 月 29 日、「第一次報告」として公表し

た。 

平成 25 年度においては、上記の検討内容に基づく第二期（第二年度）の「市民後

見人養成講座（基礎研修）」の実施及び前年度に平塚市を対象地域として実施した基礎

研修の修了者を対象とした「平塚市市民後見人養成講座（実践研修）」の実施をふまえ、

さらに、「第一次報告」において検討課題とされていた事項等について、継続して検討

を行った。 

本報告は、これら２か年における養成講座の実施、及び諸課題に関する検討結果を、

「最終報告」としてとりまとめたものである。  

 

 

２ 成年後見及び市民後見の現状 

（１）神奈川県内の成年後見制度の利用状況 
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神奈川県を管轄する横浜家庭裁判所の成年後見（法定後見）の新受件数（後見・保

佐・補助開始の審判、取消等を含む）は、別表１のとおり、成年後見制度の創設年で

ある平成 12 年（4 月施行のため９月分）が 624 件、13 年が 906 件、14 年が 1,311 件

であったものが、直近の平成 24 年には 3,343 件に増加している。  

この数値を全国と比較するならば、全国の成年後見（法定後見）の新受件数（同前）

が、平成 12 年が 8,593 件、13 年が 12,151 件、14 年が 16,350 件であり、24 年は 42,146

件となっており、概ね全国の新受件数の約 7.9 パーセントを占めている。なお、神奈

川県の人口が、全国に占める割合は、約 7.1 パーセント（成年者の割合もほぼ同じ。）

であり、全国平均よりも、成年後見制度の利用率は高い傾向にある。  

 

 

（２）神奈川県内の市民後見人養成の取組状況 

神奈川県内においては、親族若しくは専門職以外の市民後見への取組については、

平成 19 年度に事業を開始し平成 21 年度に横浜家庭裁判所横須賀支部から選任された

実績のある横須賀市・（社福）横須賀市社会福祉協議会の先駆的な取組があるほか、平

成 21～22 年度の鎌倉市における養成研修の実施や、平成 24 年度から養成研修を開始

した横浜市、平成 25 年度から養成研修を開始した川崎市及び厚木市の取組がある。  

これら３市における取組は、横須賀市・（社福）横須賀市社会福祉協議会の市民後見

人が弁護士・司法書士等専門職との複数後見、鎌倉市の構想が法人との複数後見、横

浜市の市民後見人は、基本的に単独受任が構想されるなど、それぞれ異なっている。  

 

なお、本検討会の検討を受け、平成 24 年度から平塚市、平成 25 年度から海老名市、

綾瀬市において、市民後見人養成に向けた取組が開始されている。 

 

 

（３）他府県における市民後見人養成の取組状況 

他府県においては、東京都品川区社会福祉協議会や大阪市社会福祉協議会における

市民後見人の養成・支援が先進的な取組として知られているが、本検討会においては、

より広く、市民後見人養成に取り組んでいる市町村・社会福祉協議会等にアンケート

を実施し、市民後見人養成に関わる現状について調査をおこなった。  

このアンケート調査からは、ⅰ）東京都内（東京家裁管内）においては、区市町村

社会福祉協議会等の後見実施機関（法人）を後見監督人（以下、後見監督人のほか、

保佐監督人・補助監督人を含め「後見監督人」と総称する。）に付した形態で、市民後

見人が個人として受任する形態が多く見られること（別表２におけるＣ－②類型）、ⅱ）

市民後見人として養成された方々の活動パターンとして、市町村社会福祉協議会の実

施する法人後見の支援員等として活動するパターン（同Ｄ－①類型）も全国的に尐な

からずみられること、ⅲ）市民後見人が個人受任する場合（同Ａ～Ｃ類型）において、

後見報酬の申立を不可としているのは、全体的には大阪家裁管内を中心とした尐数に

とどまることなどが確認された。  

なお、厚生労働省補助事業である「市民後見推進事業」の実施市区町は、平成 23

－２－ 



 

年度が３７市区町（２６都道府県）、24 年度が８７市区町（３３都道府県）、25 年度

が１２８市区町（３４都道府県）と、増加している。  

本検討会においては、これら、他府県における市民後見人養成の取組状況も参考に

しつつ、検討がなされた。  

 

 

３ 市民後見人養成のあり方 

（１）市民後見人養成のあり方検討にあたって 

本検討においては、「１（１）本検討会の設置」においても記したとおり、「市民後

見人」の育成及び活用等を定めた改正老人福祉法第 32 条の２の規定が、第１項にお

いて市町村を実施主体とし、第２項において都道府県が市町村の取組への助言等支援

を行うこととされたことをその検討の起点とした。さらに、平成 25 年 4 月から施行

された障害者総合支援法（改正障害者自立支援法）第 77 条第 1 項の市町村の地域生

活支援事業に「障害者に係る民法（明治 29 年法律第 89 号）に規定する後見、保佐及

び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う

事業」（第 5 号）が必須事業として規定されるとともに、同時改正された知的障害者

福祉法及び平成 26 年 4 月施行予定の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以

下「精神保健福祉法」という。）においても老人福祉法とほぼ同様の努力義務が市町村・

都道府県に課せられるなど、福祉諸法における市民後見の規定化をも受けた検討がな

された（参考資料１参照）。 

なお、地方自治法第２条において「都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共

団体として、…、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその

規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを

処理するものとする。」（第５項）とされ、「都道府県及び市町村は、その事務を処理す

るにあたつては、相互に競合しないようにしなければならない。」（第６項）とされて

いることなどをふまえ、神奈川県内のそれぞれの市町村の規模・地域特性に配慮して、

検討が進められた。  

また、本検討にあたっては、「１（２）本報告について」にも記載のとおり、おおむ

ね平成 24 年度前半において、市民後見人養成のあり方について集中的に検討を行い、

その内容を「中間とりまとめ」として公表しつつ、以後、平成 24 年度と本年度に「基

礎研修」が、さらに本年度、平塚市において「市民後見人養成講座（実践研修）」が実

施されたことから、その研修実施の結果をも反映させた。  

 

 

（２）市民後見人養成のあり方に関する基本的な考え方 

これまでの７回の検討会における検討及び「基礎研修」の実施結果をふまえた、市

民後見人養成のあり方に関する基本的な考え方は、次のとおりである。  

① 市民後見の意義・役割等 

成年後見制度が、社会に広く認知されるようになるにつれて、求められる支援には、

さまざまな様態があることが明らかになりつつあるが、現状においては、専門職団体
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のみでは、このような社会からの多様な求めに応えきれる環境になく、本来、身上監

護・財産管理の必要な人に、成年後見制度が行き渡っていないおそれがある。そこで、

地域福祉の観点から、多様な受任環境の整備を考えることが必要である。こうした環

境整備が、地域住民の権利を護ることにつながると考えられる。  

このことから、現状のままでは、成年後見人等の担い手に、限りがありそうである

という「後見人不足」、すなわち、単に数が足りないからではなく、専門職後見・親族

後見・法人後見・市民後見のそれぞれの特性を活かしたかたちで、役割分担しながら、

市民後見を地域福祉の一環として育てていくことを理念・目標とした。 

 

なお、この場合、原則的に、報酬付与申立を認めることが了解されたが、一方で、

成年後見が必要な人に十分に行き渡っていない現実があり、成年後見制度利用支援事

業を受けられないなど、報酬の有無によって、利用を断るのではなく、受任調整の中

で工夫が必要であるとの指摘がなされた。 

また、類型については、スタンダードモデルとして、いろいろな可能性が残されて

いることが望ましいといった意見や、どのようなスタイル（類型）であっても、報酬

を含めて、市民後見人の活動が評価されることが必要であるとの意見も出された。 

そして、市民後見は、「市民の方に、成年後見制度の運用の枠の中で、一定の重要な

役割を担っていただくこと」が一番重要なポイントであるとともに、市民後見人の方

に、法人の支援員等として活動していただく場合、かなり独立の責任をもって、やり

がいのある、単なる補助者としてではないスキームをつくる必要があることが確認さ

れた。 

 

また、こうしたスキームに基づく市民後見は、判断能力の不十分な当事者本人（成

年被後見人等）の自己決定を尊重するものであること、本人自らが適切に意思決定を

行い、その意思を表明することができるよう、意思決定の支援に寄与するものである

ことをあらためて共通認識とした。  

 

② 市民後見人の就任・活動形態のあり方（支援体制を含む） 

親族以外の第三者が、成年後見人等として家庭裁判所から選任を受ける上で、本人

（成年被後見人等）の法的な権利・利益を守るという重大な役割を担うためには、厳

格な管理・監督体制と十分な支援体制の構築が不可欠である。これらの視点から、別

表２のとおり、就任・活動類型に関する検討を行った結果、市民後見人が単独で受任

する形態（Ａ型）は、管理・監督体制を制度的に構築する上で整理すべき課題が尐な

くないことが指摘された。また、専門職等との複数後見（Ｂ型）や社協等法人を後見

監督人として付す形態（Ｃ型）については、管理・監督体制と十分な支援体制の構築

という意味では、有効性が認められるものの、専門職等とのマッチング（Ｂ型の場合）

や後見監督人を付すこと自体の決定が家庭裁判所によりなされること（Ｃ型の場合）

等から、これらの類型を前提に制度設計することにも、慎重な意見が大勢を占めた。  

そこで、現時点においては、成年後見活動を担う意欲のある市民に、十分な支援体

制のもとで、実際の後見活動に携わる機会を相当程度確保するためには、法人後見を
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実施している社会福祉協議会の後見活動支援員（以下、仮称として「後見サポーター」

と表記する）として活動いただく（Ｄ型）ことが、適切かつ現実的であるとの認識で

一致した。この場合、後見サポーターとしての市民後見人には、かなり独立の責任を

もって、やりがいのある、単なる補助者としてではないスキームをつくる必要がある

こと、さらに、将来は、必要かつ十分な研修・経験等を経て、適切な人材が、個人と

して受任する成年後見人等（Ａ～Ｃ型）としてステップアップするための環境につい

て検討・整備することも構想の念頭に置くべきことについて、基本的に了解がなされ

た。 

これらのことから、当面、法人後見を行っている市町村社会福祉協議会があり、か

つ、市民後見人養成に取り組む意欲のある市町村と、事業の実施について協議するこ

とが適切であるとの結論に達した。  

 

なお、上記①及び②のとおり、本報告における「市民後見人」には、個人として成

年後見人等に選任されるケース及び、法人後見の後見サポーターを含むものとする。

また、本検討に基づき養成を構想する、法人後見を実施している社会福祉協議会の後

見サポーター及び成年後見人等（個人として受任する第三者後見人のうち専門職後見

人を除く。）のうち社会福祉協議会による活動支援を受ける者（後見監督を含む。）を

総称し、「後見サポーター・市民後見人」と表記する。 

 

③ 市民後見人養成の課題  

市民後見人の養成にあたっては、養成研修を開催することのみではなく、養成後の

就任支援、活動支援が重要であることの了解のもとに議論が行われた。  

なお、市民後見人の担う中心事案については、ⅰ）本人に親族がいないか、あるい

は、親族とのかかわりが疎遠である事案、ⅱ）紛争性のない事案、ⅲ）管理する財産

が比較的尐額であり、資産の内容も現金や普通預金のような管理方法が複雑にならな

い事案、ⅳ）本人とのコミュニケーションに特別な困難を伴わない事案といった要素

が一般的に挙げられるが、市民後見人の養成を市町村社協の法人後見と関連づけて構

想する場合（別表２におけるＤ－②類型等）、受任範囲（対象）について、市町村社協

の法人後見は、これまで、複雑・困難な事案の受任が多かった。したがって、市民後

見人が、後見サポーターとして活動する場合においては、一般的に、市民後見人は複

雑・困難ではないケースに従事することが想定されることから、市民後見を実施する

場合においては、市町村社協の法人後見が、従来の複雑・困難な事案と、新たに複雑・

困難ではないケースとの両方の要素をあわせもって、法人後見を担うことになり、Ｄ

型で市町村社協の法人後見の後見サポーターとして活躍いただくことを構想する場合

は、こうした受任範囲（対象）についての検討が不可欠となる。 

 

④ 市民後見人養成における市町村、社協、県等の役割 

改正老人福祉法、改正知的障害者福祉法や障害者総合支援法（改正障害者自立支援

法）及び平成 26 年 4 月施行予定の精神保健福祉法の趣旨をふまえ、市町村が実施主

体であること、県が市町村の取組への助言等支援を行うことを前提に議論がなされた。
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特に、厚生労働省が平成 24 年度に策定した「認知症施策推進５か年計画 (オレンジプ

ラン)」における目標として、「市民後見人の育成・支援組織の体制を整備している市

町村数」を「将来的に、すべての市町村(約 1,700)での体制整備」としていることを受

け、市町村単独での実施が困難な場合には、老人福祉法第 32 条の２第 2 項の規定に

基づく、県の助言等支援を積極的に求めることも重要である（障害福祉分野において

は、知的障害者福祉法第 28 条の２第 2 項・障害者総合支援法第 77 条第 2 項・精神保

健福祉法第 51 条の１１の３第 2 項（26 年 4 月 1 日施行予定）参照）。県は、この目

標を実現するため、県内での格差が生じないように、広域的観点から、調整の役割を

担う必要がある。  

なお、社会福祉協議会は、社会福祉法上、「地域福祉の推進を図ることを目的とする

団体」であり、地域福祉と権利擁護の観点から、市民後見人の養成に積極的に取り組

む必要がある。 

また、ドイツにおいては、公的な認証制度があり、後見実施機関について、例えば、

条例のような形式で、認証するしくみの検討についても提案があった。  

 

 

（３）養成カリキュラムの検討及び講座実施結果 

 ① 養成カリキュラム（基礎・実践）及び運営全般に関わる基本的な考え方  

養成カリキュラムについては、厚生労働省老健局認知症・虐待防止対策推進室から

提示されている基本カリキュラム（以下「基本カリキュラム」という。参考資料２参

照）に準拠することで合意され、当該基本カリキュラムを基礎として「市民後見人養

成講座（基礎研修）」及び「平塚市市民後見人養成講座（実践研修）」が実施された（参

考資料３～７参照）。本年度の基礎研修及び実践研修の実施にあたっては、「研修とし

ての養成カリキュラム」における「到達目標」の明確化と、その「到達目標」達成の

ため基礎研修及び実践研修のそれぞれの科目において教授されるべき内容（科目概要）

の精査が不可欠であるとの認識に基づき、以下のとおり「到達目標」と「科目概要」

に関する検討を行った。なお、この検討は、「第一次報告」の「３ 市民後見人養成

のあり方」の（３）の①において「カリキュラムに関して、実践研修や３年度目の後

見サポーター等としての実務実習、さらに継続研修（現任者研修）に相応しい内容に

ついて整理、提示することも、養成カリキュラムの体系的な検討の一環として求めら

れる」とされていたことによる整理、提示としてなされたものである。  

「到達目標」については、別表３のとおり、ⅰ）「養成講座（基礎研修及び実践研修）

修了時」と「後見サポーターとして、一定期間（半年から 1 年以上）経過時」等にお

いて、 

ⅱ）「１ 基本的姿勢・倫理」、「２ 成年後見業務に携わる基盤」、「３ 身上監護」、

「４ 財産管理」の大項目４分野について 12 の中項目に分けたうえ、26 の小項目ご

とに、 

ⅲ）「Ⅰ：知識として知っている」、「Ⅱ：演習・事例として適切な対応・判断ができる」、

「Ⅲ：組織の管理・指導の下にできる」といった到達目標の目安（水準）に整理し、

提示した。 
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「科目概要」については、別表４のとおり、養成カリキュラムが、大きくは「基礎

研修」と「実践研修」の二つに分けられることのほか、例えば、「民法」と「成年後見

制度論」、さらに「実践研修」における「申立手続書類の作成」をはじめとした成年後

見の実務に関する科目相互間において、それぞれ、関連性のある要素が含まれている

ことから、それぞれの「科目の概要」にとどまらず、過度の重複を避けたり、欠落を

防止したりするために「科目の主なテーマ・内容」を示した。あわせて、「養成講座修

了時に「到達目標」を達成するため、当該科目に含まれる事項」についても、次の３

つ、ⅰ）「当該科目の重要な要素に位置付けられるべき内容」、ⅱ）「当該科目に通常含

まれるべき内容」、ⅲ）「当該科目に関連する内容」に分類し、提示した。  

なお、市民後見人養成講座の開講に際しては、講師を、成年後見人等の受任経験の

ある個別分野の専門家を中心とし、成年後見の実務・実例を重視した講義とすること

が、充実した研修につながるものと考える。  

また、平成 25 年度の基礎研修において、理解度を確認するため、講座第 3 日に「確

認テスト」を実施したが、今後の基礎研修、実践研修の実施に当たっては、適宜、理

解度確認のための小テストの実施等の機会を設けることが望ましい。今後も、「到達目

標」達成に有効な、講義内容や科目の開講順の検討が必要である。  

 

② 個別の科目等に関する事項 

平成 24 年度の基礎研修実施に向けた検討段階において、効果測定等、適性の判断

に関する検討が必要であること、基礎研修については、ⅰ）市民後見人としての倫理

に関する内容を明示的に盛り込むこと、ⅱ）事例検討等グループワークの実施の検討、

ⅲ）研修の受講態度や試験等による適性の適切な評価の必要性について意見が出され

たことを受けて、実際の研修においても、グループワークによる事例検討、修了時試

験が実施された。また、基本カリキュラムにおいては、対象者理解のための「障害者

の理解」の科目が２単位（120 分相当）とされているが、障害の特性の理解の必要性

に鑑み、科目を「精神障害」と「知的障害」に分け、各 90 分の科目として開講した。

事例検討については、平成 25 年度の基礎研修において、ワールド・カフェ方式を用

いたところ効果がみられたことから、こうした効果的な手法の活用を検討することと

している。 

実践研修については、平成 24 年度における方向性として、第一義的には実施主体

である市町村の判断によることとなるが、ⅰ）コミュニケーション能力等対人援助技

術の修得は、演習を含めた十分なトレーニングが必要であること、ⅱ）体験実習のプ

ログラムについては、地域の成年後見ニーズをふまえた充実が望まれることなどにつ

いて意見が出されていた。 

平成 25 年度に実施された「平塚市市民後見人養成講座（実践研修）」に関しては、

ⅰ）「関係制度・法律」の分野について、各福祉制度に共通する総論的な内容（例えば

「福祉事務所」の位置づけ等）について概説することの要否、ⅱ）「体験実習」として

の「後見人の後見業務同行」や「施設実習」の実習目的や具体的な実習内容について、

特に「成年被後見人」の同意を得るという観点からの実習のあり方等、種々の議論が

なされた。また、ⅲ）「課題演習（グループワーク）」は、基本カリキュラムにおいて
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５単位（300 分相当）とされているが、当該分野を複数の講師が分担する場合、その

演習において修得を目指す知識や技術について共有する必要性が確認されるとともに、

ⅳ）「成年後見の実務」（基本カリキュラムにおける№24～29 の９．５単位（570 分相

当））の科目については、前記①の「科目概要」に関してふれたとおり、科目相互の関

連性が強いため、過度の重複を避けたり、欠落を防止したりするための考慮・工夫が

必要である。  

なお、平成 24 年度実施の基礎研修受講者からは、次年度開催予定の「実践研修」

までに期間が空くことから、フォローアップに資する研修等に関する情報の提供を求

める旨の意見が出されていたため、「実践研修」までの間に、「成年後見制度をめぐる

動向」についての研修を実施した（具体的には、「成年被後見人の選挙権の回復等のた

めの公職選挙法等の改正」及び「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正」

について。）。 

 

③ その他 

運営方法等については、まず、対象地域について、老人福祉法の規定は、市町村の

努力義務としていることから、基本的には、市町村をエリアとしなければ難しく、ま

た、基礎研修の対象は、実践研修の実施と連動して決める必要があること等から、広

域連携の可能性は視野に入れつつも、原則的には、市町村単位の居住要件をベースと

することが合意された。平成 24 年度に実施した基礎研修も「平塚市在住」を要件と

して、受講者が募集され、平成 25 年度も同様に、それぞれ、「平塚市在住」、「海老名

市在住」、「綾瀬市在住」を要件として募集した。 

その他、受講対象は、25 歳以上とし、上限については設けないこと、説明会を開催

し、説明会への参加を受講の条件とすることとし、これらについては、実際の基礎研

修においても適用された。この説明会の開催や受講者の募集にあたっては、成年後見

等に関連する他のイベントやセミナーの機会を活用するなど、適切な広報手段により

周知する必要がある。  

 

 

（４）養成後の各種支援及び体制整備について 

① 養成後の就任支援及び活動支援 

養成後の支援としては、後見サポーター・市民後見人と被後見人等本人の相互にと

って最適な組み合わせとなるような調整を図ることができる基盤を整えることが重要

であり、おおむね、次の内容が含まれる。  

ⅰ）まず、法人後見の後見サポーターとして活動いただく場合（Ｄ型）、その法人が

成年後見人等を受任している事案の中に、後見サポーターが担当しうるケースが、一

定数含まれていなければならない。法人の受任している（受任する）事案が複雑・困

難なもののみであると、後見サポーターの担当に適さないことも考えられる（ただし、

受任当初は複雑・困難であった事案が、その後の推移・経過により、安定し、後見サ

ポーターが担当しうるケースに変わることもある。）。 

ⅱ）次に、養成後に必要な支援としては、後見活動に対する日常的な支援、対応困
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難な課題が発生した場合の専門的な相談体制として関係専門職（弁護士・司法書士・

行政書士・社会福祉士・精神保健福祉士等）との組織的な連携体制を構築するととも

に、地域における関係機関・団体との連絡・協力体制の確立、さらに、緊急事態の場

合の組織的な対応態勢の整備が必須である。  

ⅲ）さらに、「後見サポーター・市民後見人と被後見人等本人の相互にとって最適な

組み合わせとなるような調整を図る」という意味では、後見サポーター・市民後見人

と被後見人等本人との間の受任調整（マッチング）が、極めて重要である。この受任

調整（マッチング）は、後見サポーター・市民後見人の場合に限らず、被後見人等本

人の支援ニーズに適した者が後見等の支援を担うルールであリ、その意味では、地域

における後見活動の質を高めるという観点から、後見サポーター・市民後見人の受任

調整（マッチング）のみではなく、市町村長申立一般における成年後見人等候補者調

整であったり、地域における後見ニーズに対してより適切な成年後見人等候補者の紹

介・推薦といった構想のひとつに位置づけられるべき性質をも有している。  

以上、後見サポーター・市民後見人と被後見人等本人の相互にとって最適な組み合

わせとなるような調整を図ることができる基盤については、家庭裁判所との協力体制

の構築を含めて、引き続き検討・取組が必要である。 

 

② 市民後見事業を推進するための組織的体制整備 

本県における当面の構想が、（２）③記載のとおり、法人後見を実施している社会福

祉協議会の後見サポーターとして活動いただく（Ｄ型）ことを基本としつつ、さらに、

将来は、必要かつ十分な研修・経験等を経て、適切な人材が、個人として受任する成

年後見人等（Ａ～Ｃ型）としてステップアップするための環境について検討・整備す

ることも構想するものであることから、法人後見を行う社会福祉協議会における専門

的な人材（社会福祉士等）の配置・育成等や後見監督機能に関する体制整備が求めら

れる。特に、新たな取組としての市民後見事業を担うことになる市町村社会福祉協議

会においては、市民後見事業を担当する職員の研修や市町村社会福祉協議会への支援

が必要となる。 

そして、これらの事業が老人福祉法第 32 条の２の規定等に基づく、市町村及び都道

府県の努力義務に基づくものであることから、市町村社会福祉協議会への支援をはじ

め、市町村及び県の主体的な取組が求められている（障害福祉分野においては、知的

障害者福祉法第 28 条の２・障害者総合支援法第 77 条・精神保健福祉法第 51 条の１

１の３（26 年 4 月 1 日施行予定）参照）。  

 

③ 複数市町村による「広域実施」について 

成年後見等に対するニーズは、ある程度のバラツキはあっても、全ての地域で生じ

得るものと考えられるが、成年後見人等のサービス提供の資源・環境には、地域によ

る差が極めて大きい。その意味では、市民後見人の育成・活用が、福祉諸法において

市町村の努力義務とされていることをふまえるならば、単独の市町村によっては事業

実施が困難な場合に備えて、複数市町村を対象とした「広域実施」の考え方を模索し、

提案していくことも必要であると考えられる。 
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「広域実施」の他府県での先行例としては、  

ⅰ）北海道の 1 市 4 町 1 村による「小樽・北しりべし成年後見センター」の取組、  

ⅱ）東京都の 5 市による「一般社団法人多摩南部成年後見センター」設立の例、  

ⅲ）長野県佐久圏域の 11 市町村による広域連合（地方自治法の特別地方公共団体）の

設置する「成年後見支援センター」の例（長野県では、県内全ての圏域（10 圏域）

において広域連合が設立されているが、広域連合として「広域実施」されているの

は佐久広域連合のみ。その他に、上伊那圏域では、伊那市社会福祉協議会が 8 市町

村の委託を受けた「上伊那成年後見センター」が置かれている。）、 

ⅳ）愛知県の 5 市 5 町による「特定非営利活動法人知多地域成年後見センター」の事

業展開、 

さらに、ⅴ）岡山県の笠岡市社会福祉協議会が隣接する里庄町の町社会福祉協議会か

ら負担金を受け入れている「かさおか権利擁護センター」などがある。  

 

これらのうち、ⅲ）の地方自治法に基づく特別地方公共団体としての佐久広域連合

が「成年後見支援センター」を置く例やⅱ）の「一般社団法人多摩南部成年後見セン

ター」などは、行政の責任が明確になるというメリットをあげることができるが、一

方で、新たに組織を設立するための合意形成・手続き、組織を管理・運営するための

機能や経費が必要となるといった面もある。ⅰ）の「小樽・北しりべし成年後見セン

ター」、ⅳ）の「特定非営利活動法人知多地域成年後見センター」、そして、ⅴ）の「か

さおか権利擁護センター」の例などは、規模や成り立ちに違いはあるが、事業として

「広域実施」するうえでは参考となる。  

いずれにしても、成年後見に関わる事業は長期的な事業実施が必要であることから、

「広域実施」の検討・準備においても、対象と想定される市町村間の歴史的な経緯や

地域特性などをふまえた検討・調整が求められる。 

また、こうした「広域実施」の検討・調整にあたっては、県内の市町村間の格差の

拡大を防止する意味で、県の主体的な機能発揮が必要である。  

 

 

４ まとめ 

（１） 養成研修カリキュラム（基礎・実践）及び実施 

市民後見人の養成カリキュラムについては、厚生労働省老健局高齢者支援課認知

症・虐待防止対策推進室から提示されている「市民後見人養成のための基本カリキュ

ラム」に準拠すること、このうち、講義形式の研修中心の「基礎研修」については全

県的に広域で実施することとし、演習・実習形式の研修が含まれる「実践研修」につ

いては市町村が実施することが了解された。この了解のもとに、本検討会の検討状況

を県内市町村に説明・意向確認のうえ、具体的な実施方法を関係市町村と協議し、平

成 24 年度において平塚市、平成 25 年度においては平塚市・海老名市・綾瀬市で「基

礎研修」が実施された。 

県内の市町村からは、独自の取組を予定している市や、市民後見人養成に関して検

討段階であるなどの理由により回答を留保する市町村を除き、半数程度の市町村から、
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県の市民後見人養成の枠組みと連携する旨の回答がなされている。 

今後も、当面の間、市民後見人養成に取組む意欲のある市町村と事業実施に関する

具体的な協議を行い、その実施に向けた調整・準備を行うことが必要である。  

また、本年度実施した「基礎研修」の受講者に対する、「実践研修」の円滑な実施に

向けた、必要に応じた支援についても、本年度同様考慮されるべきである。  

 

 

（２） 今後の展開 

今後は、本検討結果に基づき、ⅰ）引き続き、当面の間、市民後見人養成に取組む

意欲のある市町村と事業実施に関する具体的な協議を行い、その実施に向けた調整・

準備を行うとともに、ⅱ）「実践研修」の円滑な実施に向けた支援がなされ、かつ、ⅲ）

各段階における「到達目標」実現のための体系的な研修・支援が行われなければなら

ない。 

  また、ⅳ）後見サポーター・市民後見人と被後見人等本人の相互にとって最適な組

み合わせとなるような調整を図ることができる基盤については、地域における後見活

動の質を高めるため、より広く市町村長申立一般における成年後見人等候補者調整で

あったり、地域における後見ニーズに対してより適切な成年後見人等候補者の紹介・

推薦といった観点から構想される必要がある。 

  あわせて、ⅴ）法人後見を行う社会福祉協議会における専門的な人材の配置・育成

等や後見監督機能、そして、ⅵ）複数市町村を対象とした「広域実施」のために課題

となる事項の整理等も必要となる。  

   本検討は、平成 24 年度と 25 年度の時点における諸状況をもとに検討がなされたが、

今後、一定の期間経過後、検証の上、より望ましい「市民後見人養成のあり方」が再

検討されることが求められる。  
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別表１  成年後見等開始の審判及びその取消等事件の新受件数 

（最高裁判所・司法統計より抜粋） 

  

12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 

横
浜
家
裁 

後見（横浜） 477  692  916  1,246  1,367  1,640  1,806  

保佐(横浜) 84  89  211  244  286  394  464  

補助（横浜） 63  125  184  155  129  162  184  

計（横浜） 624  906  1,311  1,645  1,782  2,196  2,454  

対前年比（横浜）   145.2% 144.7% 125.5% 108.3% 123.2% 111.7% 

構成比（後見・横浜） 76.4% 76.4% 69.9% 75.7% 76.7% 74.7% 73.6% 

構成比（保佐・横浜） 13.5% 9.8% 16.1% 14.8% 16.0% 17.9% 18.9% 

構成比（補助・横浜） 10.1% 13.8% 14.0% 9.4% 7.2% 7.4% 7.5% 

 
 

 

19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 

 
 後見（横浜） 1,860  2,001  2,039  2,166  2,122  2,346 

 
 保佐(横浜) 486  509  570  648  682  723 

 
 補助（横浜） 205  235  252  247  243  274 

 
 計（横浜） 2,551  2,745  2,861  3,061  3,047  3,343 

 
 対前年比（横浜） 104.0% 107.6% 104.2% 107.0% 99.5% 109.7% 

 
 構成比（後見・横浜） 72.9% 72.9% 71.3% 70.8% 69.6% 70.2% 

 
 構成比（保佐・横浜） 19.1% 18.5% 19.9% 21.2% 22.4% 21.6% 

 
 構成比（補助・横浜） 8.0% 8.6% 8.8% 8.1% 8.0% 8.2% 

 
 

         

 

12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 

全
国 

後見（全国） 6,236  8,816  11,749  14,377  14,643  17,185  29,221  

保佐（全国） 1,298  1,885  2,822  3,409  3,634  4,421  4,866  

補助（全国） 1,059  1,450  1,779  2,092  2,111  2,548  2,539  

計（全国） 8,593  12,151  16,350  19,878  20,388  24,154  36,626  

対前年比（全国）   141.4% 134.6% 121.6% 102.6% 118.5% 151.6% 

構成比（後見・全国） 72.6% 72.6% 71.9% 72.3% 71.8% 71.1% 79.8% 

構成比（保佐・全国） 15.1% 15.5% 17.3% 17.1% 17.8% 18.3% 13.3% 

構成比（補助・全国） 12.3% 11.9% 10.9% 10.5% 10.4% 10.5% 6.9% 

  

19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 

 

後見（全国） 21,370  22,702  23,148  25,016  26,022  28,600 

 

保佐（全国） 5,373  6,055  6,707  7,915  8,725  9,835 

 

補助（全国） 2,598  2,781  3,088  3,450  3,371  3,711 

 

計（全国） 29,341  31,538  32,943  36,381  38,118  42,146 

 

対前年比（全国） 80.1% 107.5% 104.5% 110.4% 104.8% 110.6% 

 

構成比（後見・全国） 72.8% 72.0% 70.3% 68.8% 68.3% 67.9% 

 

構成比（保佐・全国） 18.3% 19.2% 20.4% 21.8% 22.9% 23.3% 

 

構成比（補助・全国） 8.9% 8.8% 9.4% 9.5% 8.8% 8.8% 
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「市民後見人」の就任・活動類型の整理

単
独
後
見

専
門
職
と
の
複
数
後
見
法
人
と
の
複
数
後
見

複
数
後
見

親族後見人の支援に資
することができる。
将来、後見人として受任
することを構想する余地
がある。

「市民後見人」の定義
に、適さないと評価され
る可能性がある。
親族後見人と「市民後見
人」とのマッチングに困
難を来す可能性がある。
後見監督報酬。

適切な後見監督人（法
人）の確保。
後見人と後見監督人と
の連携・協力の確保。
後見監督報酬。

支援員としての「市民後
見人」を組織的に管理・
監督できる。
将来、後見人として受任
することを構想する余地
がある。

「市民後見人」の定義
に、適さないと評価され
る可能性がある。

支援員としての「市民後
見人」のチェック体制が
確保できる。

「市民後見人」の定義
に、適さないと評価され
る可能性がある。
養成を行政が行った場
合、ＮＰＯ等とのマッチン
グに困難を来す可能性
がある。
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員
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Ｐ
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等
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員

社協

ＮＰＯ等

後見監督人

後見人等の概念図

単独で後見人に就任す
ることにより、後見人側
が、達成感を得ることが
できる。

市民後見人が身上監護
を、専門職後見人が財
産管理を主とするといっ
た役割分担ができる。
市民後見人から、支援
課題について、専門職
側に相談等することがで
きる。

市民後見人から、支援
課題について、法人側
に相談等することができ
る。
後見人実務を組織的に
管理・監督できる。

後見人の実務のチェック
体制が確保できる。
市民後見人から、支援
課題について、後見監
督人である専門職側に
相談等することができ
る。

後見人実務を組織的に
管理・監督できる。
市民後見人から、支援
課題について、後見監
督人である法人側に相
談等することができる。

後見人

Ａ
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①

Ｂ
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Ｃ
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課題

後見人実務の管理・監
督体制の制度的構築。
支援課題の相談先の確
保。
不適正な行為に対する
抑止機能の確保。

そもそも、複数後見とす
る必要性の精査が必
要。
後見人間の連携・協力
の確保。
組織的な管理・監督体
制としては、やや弱い。

そもそも、複数後見とす
る必要性の精査が必要
（特に、法人側の機能が
十分であれば、あえて市
民後見人を付ける必要
性は低い）。

適切な後見監督人（専
門職）の確保。後見人と
後見監督人との連携・協
力の確保。
組織的な管理・監督体
制としては、やや弱い。
後見監督報酬。
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研修実施者 法人後見運営主体＜市町村社協＞ 市民後見実施機関＜後見監督人としての社協＞

中項目 　　　小項目

(1)
成年後見制度・成年後見人の活動におい
て「本人意思の尊重」が重要であることを理
解している

Ⅱ
後見法人団体内の実務担当者として、「本
人意思の尊重」を考慮した後見活動ができ
る

Ⅲ
成年後見人等として「本人意思の尊重」を
考慮した後見活動ができる

Ⅳ

(2)
成年後見制度・成年後見人が「本人の最善
の利益」のためのものであることを理解して
いる

Ⅱ
後見法人団体内の実務担当者として、「本
人の最善の利益」を考慮した後見活動がで
きる

Ⅲ
成年後見人等として「本人の最善の利益」
を考慮した後見活動ができる

Ⅳ

(3)
市民後見人（後見サポーター）は、成年後
見制度をとおした、権利擁護活動をするこ
とが期待されていることを知っている

Ⅰ Ⅱ
後見法人団体内の実務担当者として、成
年後見活動をとおした、権利擁護を実践で
きる

Ⅲ
成年後見人等として、成年後見活動をとお
した、権利擁護を実践できる

Ⅳ

(4)
市民後見人（後見サポーター）は、成年後
見制度をとおして、地域福祉を推進するこ
とが期待されていることを知っている

Ⅰ Ⅱ
後見法人団体内の実務担当者として、成
年後見活動をとおして、地域福祉の推進に
関わることができる

Ⅲ
成年後見人等として、成年後見活動をとし
て、地域福祉を主体的に展開することがで
きる

Ⅳ

C．個人情報
の保護に配
慮する姿勢

(5)
成年後見人の活動においても「個人情報の
保護」に留意しなければならないことを理解
している

Ⅱ
後見法人団体内の実務担当者として、「個
人情報の保護」に留意した後見活動ができ
る

Ⅲ
成年後見人等として、「個人情報の保護」に
留意した後見活動ができる

Ⅳ

(6)
成年後見制度の概要について理解してい
る

Ⅱ
成年後見制度を正確に理解し、関係者等
に説明できる

Ⅲ
成年後見人等として、成年後見制度につい
てわかりやすく、正確に説明・解説できる

Ⅳ

(7)
成年後見人が職務として行わなければなら
ないこと、職務に含まれないことを理解して
いる

Ⅱ
後見法人団体内の実務担当者として、成
年後見人の職務を果たし、職務に含まれな
いことについて理解している

Ⅲ
成年後見人が職務として行わなければなら
ないことを適切に行い、職務に含まれない
ことについて、正確に説明できる

Ⅳ

(8)
要支援者とのコミュニケーションをとること
ができる

Ⅱ
要支援者・関係者と良好なコミュニケーショ
ンをとることができる

Ⅲ
被後見人・関係者等との円滑なコミュニ
ケーションを展開できる

Ⅳ

(9)
障害等の特性についておおむね理解して
いる

Ⅰ Ⅱ
後見法人団体内の実務担当者として、障
害等の特性をふまえた後見活動ができる

Ⅱ Ⅲ
成年後見人等として、障害等の特性をふま
えた後見活動ができる

Ⅲ Ⅳ

(10)
通常の後見事務の流れ、期限、書類（業務
日誌・収支明細等財産目録を含む）の作成
方法について理解している

Ⅱ

後見法人団体内の実務担当者として、通
常の後見事務について、期限を順守し、書
類（業務日誌・収支明細等財産目録を含
む）の作成・提出ができる

Ⅲ

成年後見人等として、通常の後見事務につ
いて、期限を順守し、書類（業務日誌・収支
明細等財産目録を含む）の作成・提出がで
きる

Ⅳ

(11)
異例、複雑・高度な後見事務について知っ
ている

Ⅰ
異例、複雑・高度な後見事務について、後
見法人団体内の実務担当者として、相談・
判断をする姿勢がある

Ⅱ Ⅲ
異例、複雑・高度な後見事務について、成
年後見人等として、適切な専門家・専門機
関等に相談し、対応することができる

Ⅲ Ⅳ

(12)
関係者・機関等との連携の必要性を理解
し、連携先の提案ができる

Ⅱ
後見法人団体内の実務担当者として、関
係者・機関等との連携について、連携先と
の調整ができる

Ⅲ
成年後見人等として、関係者・機関等との
連携について、連携を主導することができ
る

Ⅲ Ⅳ

(13)
親族等関係者との適切な距離の必要性に
ついて理解している

Ⅱ
後見法人団体内の実務担当者として、親
族等関係者との適切な距離に考慮した後
見活動ができる

Ⅲ
成年後見人等として、親族等関係者との適
切な距離に考慮した後見活動ができる

Ⅳ

(14) 緊急時の対応方法の概略を知っている Ⅰ Ⅱ
法人における緊急時の対応を理解し、組織
内での適切な対応に結び付けることができ
る

Ⅱ Ⅲ
緊急時の対応について、成年後見人等とし
て、適切な専門家・専門機関等に相談し、
対応することができる

Ⅲ Ⅳ

(15) 主要な社会資源について知っている Ⅰ
社会資源の特徴を知っており、利用可能な
社会資源を選択することができる

Ⅱ Ⅲ
社会資源の特徴に応じ、利用可能で適切
な社会資源を導入することができる

Ⅲ Ⅳ

(16)
後見事務計画立案に際し、身上監護の重
要性を理解している

Ⅰ Ⅱ
身上監護に配慮した後見事務計画の立案
に関与し、その内容を理解することできる

Ⅱ Ⅲ
身上監護に配慮した後見事務計画を立案
することできる

Ⅲ Ⅳ

(17)
在宅におけるサービス利用・導入の留意点
について知っている

Ⅱ

在宅におけるサービス利用・導入時の事前
確認・履行状況確認をすることができ、契
約違反等のトラブルへの対処方法を知って
いる

Ⅲ
在宅におけるサービス利用・導入時の事前
確認・履行状況確認、契約違反等のトラブ
ルへの対処をすることができる

Ⅳ

(18)
入所・入院における留意点について知って
いる

Ⅱ
入所・入院における事前確認・処遇状況確
認をすることができ、契約違反等のトラブル
への対処方法を知っている

Ⅲ
入所・入院における事前確認・処遇状況確
認、契約違反等のトラブルへの対処をする
ことができる

Ⅳ

(19)
生活上のトラブルが発生した場合、その改
善の主要な要請先を知っている

Ⅰ
後見法人団体内の実務担当者として、トラ
ブルへの対処方法を提案できる

Ⅱ Ⅲ
成年後見人等として、トラブルへの初期対
処ができる

Ⅲ Ⅳ

(20)
トラブルにより成年被後見人等に損害が発
生した場合、成年後見人等の職責として回
復を求める必要性を理解している

Ⅰ
トラブルにより成年被後見人等に損害が発
生した場合、成年後見人等の職務として回
復を求める方法を提案できる

Ⅱ Ⅲ

トラブルにより成年被後見人等に損害が発
生した場合、成年後見人等として回復を求
めることができる（弁護士等専門職・機関へ
の委任を含む）

Ⅲ Ⅳ

(21)
収入の確保と支出の適正な管理について
理解している

Ⅱ
後見法人団体内の実務担当者として、収
入の確保と支出の適正な管理、収支バラン
スを図ることができる

Ⅲ
成年後見人等として、収入の確保と支出の
適正な管理、収支バランスを図ることがで
きる

Ⅳ

(22) 適正な金銭出納について理解している Ⅱ
後見法人団体内の実務担当者として、法
人のルールに則った金銭出納を厳守でき
る

Ⅲ
成年後見人等として、厳正な金銭出納を行
うことができる

Ⅳ

(23) 金融機関等の必要な手続きを理解している Ⅱ
後見法人団体内の実務担当者として、法
人のルールに則り、金融機関等の必要な
手続ができる

Ⅲ
成年後見人等として、金融機関等の必要な
手続を適切に行うことができる

Ⅳ

(24)
成年被後見人等の重要財産（居住用不動
産等）の処分の制限、手続きについて理解
している

Ⅱ

後見法人団体内の実務担当者として、法
人のルールに則った、成年被後見人等の
重要財産（居住用不動産等）の処分の手続
きが提案できる

Ⅲ
成年後見人等として、成年被後見人等の
重要財産（居住用不動産等）の処分の手続
きを適切に行うことができる

Ⅳ

(25)
成年被後見人等の収入・資産による親族
扶養等の問題について知っている

Ⅰ

後見法人団体内の実務担当者として、法
人のルールに則った、成年被後見人等の
収入・資産による親族扶養等について提
案・判断できる

Ⅱ Ⅲ
成年後見人等として、成年被後見人等の
収入・資産による親族扶養等について相
談・提案・判断を適切に行うことができる

Ⅲ Ⅳ

(26)
成年被後見人等が相続人になった場合に
必要となる対処について知っている

Ⅰ
後見法人団体内の実務担当者として、法
人のルールに則った、成年被後見人等が
相続人になった場合の対処を提案できる

Ⅱ Ⅲ
成年後見人等として、成年被後見人等が
相続人になった場合の対処について相談・
提案・判断を適切に行うことができる

Ⅲ Ⅳ

到達の目安

権利擁護の立場

地域福祉の視点

B．市民後見
人としての役
割と意義

評　価　項　目 評価者
（評価方法） （研修終了時の試験・レポート（作文）、演習・実

習の内容・態度を基に評価する。）

（後見サポーター（後見法人団体内の実務担当
者）としての活動中の後見活動を総合的に評価
する。）

（成年後見人としての後見活動を総合的に評価
する。選任後、定期的に評価を行う。）

到達の目安 到達の目安

大項目 番号

到達目標の目安について

Ⅰ：知識として知っている　　　Ⅱ：演習・事例として適切な対応・判断ができる　　　Ⅲ：組織の管理・指導の下にできる　　　（　Ⅳ：主体的にできる　）

「後見サポーター(市民後見人)」の到達目標

養成講座（基礎研修及び実践研修）修了時

☆　養成講座（講義・演習・実習）を受講したものが、修
了時に修得していることが求められる姿勢、知識・技術
等

後見サポーターとして、一定期間
（おおむね、半年から1年以上）経過時

☆　研修修了後、法人後見の後見サポーター（後見法
人団体内の実務担当者）として後見活動に携わり、OJT
を含む実践のなかで修得していることが求められる姿
勢、知識・技術等

☆　法人後見の後見サポーターとして後見活動を経験した者
が、市民後見実施機関（社協）を後見監督人等として付すこと
を条件に、個人受任するうえで修得していることが必要な姿
勢、知識・技術等

（個人受任（後見サポーターとして、一定期間を経過し、
個人受任しうる状態））

注：この＜後見監督人を付した市民後見人＞については、あ
くまでも検討中の最終目標であって、適正な後見監督人の受
け皿作り等の環境整備が、大前提

相続についての基本
的知識

適切な改善要望

損害の回復

収支バランス

金銭出納

親族等関係者との適
切な距離

緊急時の対応

金融機関等の必要な
手続きの履践

重要財産の処分につ
いて

親族扶養等について

３
　
身
上
監
護

４
　
財
産
管
理

１
　
基
本
的
姿
勢
・
倫
理

２
　
成
年
後
見
業
務
に
携
わ
る
基
盤

Ａ．成年後見
人等に必須
な姿勢

D．成年後見
制度につい
て

E．基盤とな
る技能

F．後見事務

G．関係者・
機関との関
係、緊急対
応

H．身上監護
の基本事項

I．サービス
利用、入所・
入院等の生
活支援・確保
について

J．トラブル
発生時の対
処

K．財産管理
の基本事項

L．財産管理
の諸問題

本人の最善の利益

本人意思の尊重

個人情報の保護

成年後見制度の理解

成年後見人の職務に
ついての理解

コミュニケーション能
力

障害等特性の理解

通常の後見事務

社会資源について

身上監護に配慮した
後見事務計画

生活支援（在宅の場
合のサービス利用等）

生活支援・確保（入
所・入院）

異例、複雑・高度な後
見事務

関係者・機関等との連
携
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当該科目の重要な要素に
位置づけられるべき内容

当該科目に通常含まれる
べき内容

当該科目に関連する内容 該当箇所 関連する箇所

説
明
会
001

（市民後見人養成
講座説明会にお
ける制度説明）

45
（説明会における成年後見制度の制度
説明）

（成年後見制度が生まれた背景・趣旨及びその理
念）

(6)成年後見制度の理解
「 102 成年後見制度総論」による読
み替え対象です。

101
地域福祉（地域福
祉・権利擁護の理
念）

60

地域福祉及び権利擁護の理念につい
て教授する。

①地域福祉の意義・理念
②権利擁護の意義・理念
③地域福祉及び権利擁護に関する法制度

(3)権利擁護の立場
(4)地域福祉の視点

当該地域の「地域福祉計画」や「地
域福祉活動計画」における、権利
擁護についても教授ください。

独自科目のため、テ
キストに該当なし。レ
ジュメ等が必要。
当該地域の「地域福
祉計画」や「地域福祉
活動計画」を用いるこ
とも要検討。

102
成年後見制度総
論

60

成年後見制度が生まれた背景・趣旨及
びその理念を概説する。

①成年後見制度化の趣旨と背景
②成年後見制度の目的・基本理念
　（ノーマライゼーション、現有能力の活用、自己決
定の尊重）
③制度活用の必要性、今後の課題

(1)本人意思の尊重
(2)本人の最善の利益
(6)成年後見制度の理解

「 109 市民後見概論Ⅰ」との開講
の先後により、内容の調整が必要
です。
厚労省の基本カリキュラムでは90
分の配当ですが、市民後見人養成
講座説明会における「 001 制度説
明」により30分相当を読み替え、圧
縮しています。

第3章
①　成年後見制度概論

103
成年後見制度各
論

90

市民後見人としての活動に際し必要と
なる法定後見制度について概説する。
あわせて、任意後見制度についても、
概要を説明する。

①後見、保佐、補助の各類型の違い
②対象者、申立権者について
③代理権、同意権・取消権について
④財産管理と身上監護
⑤任意後見制度について

(6)成年後見制度の理解
(7)成年後見人の職務に
ついての理解

第3章
②　法定後見制度
③　任意後見制度

第1章
②-5成年後見人の
業務
②-6市民後見人と
しての活動

104 家族法、財産法 120

市民後見人としての活動に際し必要と
なる、家族法の基礎および財産法の概
要（契約・不法行為）について説明す
る。 ①民法の基本概念

②家族法の基礎知識
　（親族、扶養、相続）
③財産法の基礎知識
　（契約、不法行為、時効）

(20)損害の回復
(26)相続についての基本
的知識

(25)親族扶養等について (6)成年後見制度の理解

第４章
①　「家族法の基礎」への
ガイダンス
②　「財産法の基礎」への
ガイダンス

105
障害のある人の
理解（知的障害）

90

知的障害に関する基礎的な事項を概
説する。 ①知的障害の理解

②関連する法制度
③障害特性に応じた対応の留意点

(9)障害等特性の理解
第２章
③　障害者の理解

「基本カリキュラム」よ
りも時間数を増加させ
ており、レジュメ等に
よる補充が必要。

106
障害のある人の
理解（精神障害）

90

精神障害に関する基礎的な事項を概
説する。 ①精神疾患の理解

②関連する法制度
③障害特性に応じた対応の留意点

(9)障害等特性の理解
第２章
③　障害者の理解

「基本カリキュラム」よ
りも時間数を増加させ
ており、レジュメ等に
よる補充が必要。

107
高齢者、認知症の
理解

120

高齢者、認知症に関する基礎的な事項
を概説する。 ①認知症の理解

②関連する法制度
③障害特性に応じた対応の留意点

(9)障害等特性の理解
第２章
①　高齢者の理解
②　認知症の理解

108
成年後見制度と
市町村責任

30

市町村長申立を軸とした後見等業務の
適正実施について、市町村の果たすべ
く役割とその責任について概説する。

①高齢者虐待防止法第28条、老人福祉法第32条・
第32条の2に基づく、市町村の責任
②障害者虐待防止法第44条、障害者総合支援法第
77条、知的障害者福祉法第28条・第28条の2、精神
保健福祉法第51条の11の2・第51条の11の3に基づ
く、市町村の責任

(3)権利擁護の立場
(4)地域福祉の視点
(6)成年後見制度の理解

第１章
③　市民後見と市町村の
役割
第7章
①　後見実施機関の実務
と市民後見活動に対する
サポート体制

第１章
④-[2]市民後見を
推進していくために

109 市民後見概論Ⅰ 120

市民後見人としての社会規範・倫理性
について概説する。
市民後見人としての活動に際し、直面
することになる課題についてふれる。
市町村が市民後見を行うことの意義に
ついて教授する。

①市民後見人への期待
②市民後見人としての社会規範・倫理性
③市民後見人の職務と役割
④後見活動の実際
⑤市民後見事業推進と市町村の役割

(7)成年後見人の職務に
ついての理解

「 102 成年後見制度総論」との開
講の先後により、内容の調整が必
要。

第１章
①　市民後見の背景
②　市民後見人の役割

科目の主なテーマ・内容 備考

　　　　　「市民後見人養成講座（基礎研修・実践研修）における科目概要」及び「基本テキストとの対応表」

養成講座修了時に「到達目標」を達成するため、当該科目に含まれる事項
※　別表３「「後見サポーター(市民後見人)」の到達目標」参照

テキスト（『市民後見人養成テキスト』
NPO法人　地域ケア政策ネットワーク） テキストに関する留意

点

基本テキストとの対応表市民後見人養成講座（基礎研修・実践研修）モデルカリキュラムによる開講科目の概要

基
　
　
　
礎
　
　
　
研
　
　
　
修
　
　
　
①

科目
番号 科目名

時間
（分）

科目の概要

別表 ４
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当該科目の重要な要素に
位置づけられるべき内容

当該科目に通常含まれる
べき内容

当該科目に関連する内容 該当箇所 関連する箇所

科目の主なテーマ・内容 備考

養成講座修了時に「到達目標」を達成するため、当該科目に含まれる事項
※　別表３「「後見サポーター(市民後見人)」の到達目標」参照

テキスト（『市民後見人養成テキスト』
NPO法人　地域ケア政策ネットワーク） テキストに関する留意

点

基本テキストとの対応表市民後見人養成講座（基礎研修・実践研修）モデルカリキュラムによる開講科目の概要

科目
番号 科目名

時間
（分）

科目の概要

110

日常生活自立支
援事業、成年後見
制度利用支援事
業

30

日常生活自立支援事業や成年後見制
度利用支援事業などの事業フレームを
教授する。

①日常生活自立支援事業
②成年後見制度利用支援事業

(15)社会資源について (21)収支バランス
第１章
③-[6]　成年後見制度利
用支援事業

テキストに日常生活
自立支援事業に関す
る記述がないため、補
充が必要。

111
市民後見人によ
る実践報告

60

現役市民後見人が、実際に行っている
支援や直面する課題について報告す
る。 ①市民後見人による実践報告

(7)成年後見人の職務に
ついての理解

第７章
現役市民後見人による実
践報告

112 市民後見概論Ⅱ 30

市民後見人としての活動に際し直面す
ることになる課題について概説する。 ①後見活動に際し直面することが想定される課題

と、市民後見人への支援・バックアップ

(7)成年後見人の職務に
ついての理解
(14)緊急時の対応

「 109 市民後見概論Ⅰ」と「 115 市
民後見概論Ⅲ」との関連で、内容
の調整が必要。

第７章
（現役市民後見人による
実践報告）

113
事例検討Ⅰ（グ
ループワーク）

120

判断能力の低下等、成年後見制度の
利用について事例によるグループワー
クを通じて検討する。

①判断能力の低下等、成年後見制度の利用につい
て事例によるグループワーク
　（基礎研修段階であることをふまえつつ、高齢・障
害の別、判断能力低下の程度などを考慮した２事例
程度の検討）

(6)成年後見制度の理解
(12)関係者・機関等との連
携
(15)社会資源について

基礎研修段階であることをふまえ
つつ、高齢・障害の別、判断能力低
下の程度などを考慮した２事例程
度の検討を想定しています。

第１１章
①　課題演習にあたって

基礎研修段階として、
ふさわしいワーク用の
事例が必要。

114
事例検討Ⅱ（グ
ループ発表）

30

グループワークにおける検討結果を発
表する。 ①判断能力の低下等、成年後見制度の利用につい

て事例によるグループワークの結果発表
　（基礎研修段階であることをふまえつつ、高齢・障
害の別、判断能力低下の程度などを考慮した２事例
程度の検討結果の発表）

(6)成年後見制度の理解

基礎研修段階であることをふまえ
つつ、高齢・障害の別、判断能力低
下の程度などを考慮した２事例程
度の検討結果の発表を想定してい
ます。

第１１章
①　課題演習にあたって

基礎研修段階として、
ふさわしいワーク用の
事例が必要。

115 市民後見概論Ⅲ 45

市民後見人としての具体的職務とその
役割、市民後見人として行わないことに
ついて教授する。 ①市民後見人としての社会規範・倫理性の再確認

②成年後見制度の目的・基本理念の再確認
　（ノーマライゼーション、現有能力の活用、自己決
定の尊重）

(1)本人意思の尊重
(2)本人の最善の利益
(3)権利擁護の立場
(4)地域福祉の視点
(6)成年後見制度の理解

(7)成年後見人の職務に
ついての理解

第１章
①　市民後見の背景
④　市民後見推進の課題

第３章
①-1成年後見制度
概論

201
高齢者施策／高
齢者虐待防止法

60

後見業務に関連する高齢者施策につ
いて、その理念や現状を成年後見制度
との関わりにおいて概説する。
高齢者虐待の実態と対応について概
説する。

①高齢者に関わる福祉サービス
②高齢者虐待防止法の理解と対応

(3)権利擁護の立場
(15)社会資源について

第５章
②　介護保険制度以外の
保健福祉政策
③　高齢者虐待防止法

202 介護保険制度 90

介護保険制度の理念やサービスの概
要について、成年後見制度との関わり
において概説する。

①介護保険制度の概要
②介護保険の施設・居住系サービス
③介護保険サービスと後見実務の関係
④地域包括支援センター

(15)社会資源について

(17)生活支援（在宅の場
合のサービス利用等）
(18)生活支援・確保（入
所・入院）

第５章
①　介護保険制度

203
障がい者施策／
障がい者虐待防
止法

60

後見業務に関連する障害者施策につ
いて、その理念や現状を成年後見制度
との関わりにおいて概説する。
障害者虐待の実態と対応について概
説する。

①障害のある人に関わる福祉サービス
②障害者虐待防止法の理解と対応

(3)権利擁護の立場
(15)社会資源について

(17)生活支援（在宅の場
合のサービス利用等）
(18)生活支援・確保（入
所・入院）

第５章
④　障害者施策
⑤　障害者虐待防止法

204

成年後見を取り巻
く関係諸制度の基
礎（生活保護制
度）

30

後見業務に関連する諸制度のうち生活
保護制度について、成年後見制度との
関わりにおいて概説する。 ①生活保護制度の概要

(15)社会資源について (21)収支バランス
第６章
①　生活保護制度

205

成年後見を取り巻
く関係諸制度の基
礎（健康保険制
度）

30

後見業務に関連する諸制度のうち健康
保険制度について、成年後見制度との
関わりにおいて概説する。 ①健康保険制度の概要 (15)社会資源について (21)収支バランス

第６章
②　公的医療保険制度

実
　
　
　
践
　
　
　
研
　
　
　
修
　
　
　
①

基
　
　
　
礎
　
　
　
研
　
　
　
修
　
　
　
②
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当該科目の重要な要素に
位置づけられるべき内容

当該科目に通常含まれる
べき内容

当該科目に関連する内容 該当箇所 関連する箇所

科目の主なテーマ・内容 備考

養成講座修了時に「到達目標」を達成するため、当該科目に含まれる事項
※　別表３「「後見サポーター(市民後見人)」の到達目標」参照

テキスト（『市民後見人養成テキスト』
NPO法人　地域ケア政策ネットワーク） テキストに関する留意

点

基本テキストとの対応表市民後見人養成講座（基礎研修・実践研修）モデルカリキュラムによる開講科目の概要

科目
番号 科目名

時間
（分）

科目の概要

206
成年後見を取り巻
く関係諸制度の基
礎（年金制度）

30

後見業務に関連する諸制度のうち年金
制度について、成年後見制度との関わ
りにおいて概説する。 ①年金制度の概要 (15)社会資源について (21)収支バランス

第６章
③　年金保険制度

207 税務申告制度等 30

税務申告制度について、成年後見制度
との関わりにおいて概説する。

①税務申告等の概要
　（所得税・住民税、相続税、贈与税等）

(23)金融機関等の必要な
手続きの履践

(26)相続についての基本
的知識

第６章
④　税務申告制度

テキストの記載が国
税のみで、市県民税
等に関する記述がな
いため、若干補充が
必要。

208 対人援助の基礎 120

利用者や家族等との面接・相談対応を
念頭に、対人援助の基礎について、演
習をおりまぜて教授する。

①自己覚知
②傾聴と共感
③対人援助のコミュニケーション技術

(8)コミュニケーション能力
(13)親族等関係者との適
切な距離

「対人援助」の演習を
ふまえ、レジュメ等に
よる補充を検討。

209
申立手続き書類
の作成

120

後見等申立書等の記載・作成について
概説する。

①申し立てに必要な基本的な書類について
②保佐・補助の場合
　（代理行為目録、同意行為目録）
③必要な場合の保全処分について

(6)成年後見制度の理解

第１０章
①-1　成年後見の手続き
と流れ
①-2　申立の実務

210 財産目録の作成 90

申立時に必要な「財産目録」の記載・作
成について概説する。 ①「財産目録」の概要

②「財産目録」作成に必要な「提出資料」の請求方法
について

(6)成年後見制度の理解
第１０章
①-2-[1]-2-(6)財産目録

211
家庭裁判所の実
際

90

家庭裁判所の機能と役割、成年後見等
の申立実務について概説する。 ①裁判所の機構、家庭裁判所の組織について

②家事事件手続法について
③成年後見等の申立実務について

(12)関係者・機関等との連
携

(6)成年後見制度の理解
第9章
①家庭裁判所の実際

212
後見計画・収支予
定の作成

90

成年後見制度の目的・基本理念（ノー
マライゼーション、現有能力の活用、自
己決定の尊重）に基づいた「後見計画・
収支予定」の作成について概説する。

①成年後見制度の目的・基本理念（ノーマライゼー
ション、現有能力の活用、自己決定の尊重）の再確
認
②「身上監護」を着目した「後見計画・収支予定」の
立案

(1)本人意思の尊重
(2)本人の最善の利益
(16)身上監護に配慮した
後見事務計画

(10)通常の後見事務
(21)収支バランス

成年後見制度の目的・基本理念
（ノーマライゼーション、現有能力の
活用、自己決定の尊重）に基づくこ
とが重要であることを強調ください。

第３章
②　法定後見制度
第８章「対人援助の基礎」
第１０章
①-3　成年後見人等選任
後の実務

213 報告書の作成 90

報告書の記載・作成について概説す
る。
あわせて、後見業務を行う上で必要な
手続き、課題について教授する。

①報告書作成の基礎となる業務日誌・収支明細
②報告書作成の概要
③居住用不動産処分に関する家裁の許可について
④扶養等疑義の生じる可能性のある事例について

(10)通常の後見事務
(22)金銭出納

(21)収支バランス
第３章
②-1-[11]後見事務の報
告等

214
体験実習につい
ての留意点

30

各体験実習についての留意点を説明
する。

①体験実習の留意点
②守秘義務について

(5)個人情報の保護
(10)通常の後見事務

(15)社会資源について
第12章
体験実習・レポート作成

215
後見人の後見業
務同行

150

後見人の後見業務に同行する。

①就任後の「財産調査」、金融機関への届出、日常
的金銭管理等について、後見人に同行し、業務の実
際を体験する。

(10)通常の後見事務

(11)異例、複雑・高度な後
見事務
(23)金融機関等の必要な
手続きの履践

(19)適切な改善要望

成年被後見人本人との面談、自宅
への訪問等については、事前の本
人同意が得られるか等の観点から
精査が必要。

第12章
体験実習・レポート作成

216 施設実習 300

福祉施設における被後見人の生活に
ついて知る。

①入所・通所施設等における、被後見人の日常生活
について体験する。

(5)個人情報の保護
(15)社会資源について

(9)障害等特性の理解
(12)関係者・機関等との連
携

(8)コミュニケーション能力

成年被後見人本人との面談、入所
施設の居室への訪問等について
は、事前の本人同意が得られるか
等の観点から精査が必要。

第12章
体験実習・レポート作成

実
　
　
　
　
　
践
　
　
　
　
　
研
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
②

－２０－



当該科目の重要な要素に
位置づけられるべき内容

当該科目に通常含まれる
べき内容

当該科目に関連する内容 該当箇所 関連する箇所

科目の主なテーマ・内容 備考

養成講座修了時に「到達目標」を達成するため、当該科目に含まれる事項
※　別表３「「後見サポーター(市民後見人)」の到達目標」参照

テキスト（『市民後見人養成テキスト』
NPO法人　地域ケア政策ネットワーク） テキストに関する留意

点

基本テキストとの対応表市民後見人養成講座（基礎研修・実践研修）モデルカリキュラムによる開講科目の概要

科目
番号 科目名

時間
（分）

科目の概要

217
後見報酬付与申
立実務

45

後見報酬付与申立の手続き、書類作
成について概説する。

①後見報酬付与申立の手続きについて (10)通常の後見事務

第３章
②-1-[12]報酬付与の審
判の申立
第１０章
①-3-[3]-3報酬付与の申
立

218
後見事務終了時
の手続き

90

後見事務終了時になすべき手続き、後
見事務終了報告書の記載・作成につい
て概説する。 ①家庭裁判所への連絡

②相続人等への財産の引き渡し
③後見事務終了報告書の記載・作成
④その他の手続き

(10)通常の後見事務

第３章
②-1-[15]後見の終了事
由と終了時の事務
第１０章
①-4　後見事務終了後の
実務

219 死後事務 45

被後見人等の死亡に伴う「死後事務」
の課題について教授する。 ①成年被後見人の死亡に際しての成年後見人の職

務
②「死後事務」の諸課題
　（遺体の引取り、葬祭・火葬・埋葬、居所・賃貸家屋
の明渡し、家財道具の処分等）

(11)異例、複雑・高度な後
見事務

(10)通常の後見事務
第１章
①-4-[1]-(2)死後事務

220
事例報告と検討
①②

150

主に法律的観点から、実際の後見業務
の事例について、演習（グループワー
ク）形式により検討する。

①受任後の後見事務・後見計画を、課題を関係機
関・社会資源につなげつつ、どのように展開するか
をグループワークにより検討

　　　　　　　＜A＞

(1)本人意思の尊重
(2)本人の最善の利益
(3)権利擁護の立場
(4)地域福祉の視点
(12)関係者・機関等との連
携

　　　　　　＜B＞

(6)成年後見制度の理解
(7)成年後見人の職務に
ついての理解
(10)通常の後見事務
(15)社会資源について
(16)身上監護に配慮した
後見事務計画
(19)適切な改善要望
(20)損害の回復
(24)重要財産の処分につ
いて
(25)親族扶養等について
(26)相続についての基本
的知識

(9)障害等特性の理解
(11)異例、複雑・高度な後
見事務
(13)親族等関係者との適
切な距離
(17)生活支援（在宅の場
合のサービス利用等）
(18)生活支援・確保（入
所・入院）

左の＜A＞欄の観点をふまえつ
つ、＜B＞欄の項目の最低半数が
含まれているように、事例を工夫く
ださるようお願いいたします。

第１１章
①　課題演習にあたって

テキストの記載内容よ
りも、グループワーク
や事例検討に適した
ケースが必要。

221
事例報告と検討
③④

150

主に福祉的観点から、実際の後見業務
の事例について、演習（グループワー
ク）形式により検討する。

①受任後の後見事務・後見計画を、課題を関係機
関・社会資源につなげつつ、どのように展開するか
をグループワークにより検討

　　　　　　　＜A＞

(1)本人意思の尊重
(2)本人の最善の利益
(3)権利擁護の立場
(4)地域福祉の視点
(12)関係者・機関等との連
携
(16)身上監護に配慮した
後見事務計画

　　　　　　＜B＞

(6)成年後見制度の理解
(7)成年後見人の職務に
ついての理解
(9)障害等特性の理解
(10)通常の後見事務
(15)社会資源について
(17)生活支援（在宅の場
合のサービス利用等）
(18)生活支援・確保（入
所・入院）
(19)適切な改善要望
(25)親族扶養等について

(11)異例、複雑・高度な後
見事務
(20)損害の回復

左の＜A＞欄の観点をふまえつ
つ、＜B＞欄の項目の最低半数が
含まれているように、事例を工夫く
ださるようお願いいたします。

第１１章
①　課題演習にあたって

テキストの記載内容よ
りも、グループワーク
や事例検討に適した
ケースが必要。

222

後見実施機関の
実務と市民後見
活動に対するサ
ポート体制

60

当該市町村における後見実施機関の
実務と、市民後見活動に対する支援・
バックアップについて教授する。 ①当該市町村における後見実施機関の実務

②市民後見活動に対する支援・バックアップ
(14)緊急時の対応

(11)異例、複雑・高度な後
見事務

第７章
①　市民後見活動の実際

第１章
③　市民後見と市
町村の役割
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神奈川県「市民後見人養成あり方検討会」設置要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域福祉推進のため、民法に規定する後見、保佐及び補助（以下「後

見等」という。）の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研

修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必

要な措置につき、主として専門職以外の第三者による後見等（以下「市民後見」という。）

のあり方を検討する「市民後見人養成あり方検討会」（以下「検討会」という。）の設

置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。  

 

（所掌事務） 

第２条 検討会は、次の事項を検討する。 

(１) 後見等制度における市民後見の意義・役割  

(２) 市民後見を担うための研修 

(３) その他、市民後見人の養成に関し必要な事項  

 

（委員） 

第３条 検討会の委員（以下、「委員」という。）は、10名以内とし、次に掲げる者のう

ちから、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会会長が委嘱する。  

(１) 成年後見の推進に関係する活動経験又は学識経験を有する者  

(２) 県内市町村の成年後見関係部局職員 

(３) 県内市町村の社会福祉協議会職員 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

（座長及び副座長） 

第５条 検討会に、座長1人及び副座長1人を置き、委員の互選により定める。  

２ 座長は、会務を総理し、検討会を代表する。  

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（会議） 

第６条 検討会の会議は、座長が招集し、会議の議長となる。  

２ 検討会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。  

３ 検討会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

４ 座長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、

－５６－ 



意見を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第７条 検討会の庶務は、かながわ成年後見推進センターにおいて処理する。  

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が会議に

諮って定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成24年5月30日から施行する。 

２ 第4条第1項の規定にかかわらず、第1期の委員の任期は、平成25年3月31日までとする。 
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平成 25 年度 市民後見人養成あり方検討会 名簿 

（委員）    ◎：座長、○：副座長 

氏 名 所属・役職等 

石橋 正道 
社会福祉法人綾瀬市社会福祉協議会 

地域福祉班 班長（副主幹） 

井出 順 
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター 

神奈川県支部 副支部長 

岩本 英裕 
平塚市福祉部福祉総務課 

保健福祉総合相談担当 主査 

柏木 功 
海老名市保健福祉部福祉総務課 

福祉総務係 係長 

◎ 上山 泰 新潟大学法学部 教授 

鈴木 洋平 横浜弁護士会 

○ 田中 晃 公益社団法人神奈川県社会福祉士会 

橋本 健司 
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 

神奈川県支部 支部長 

見上 孝雄 
綾瀬市福祉部高齢介護課 

介護保険担当 総括副主幹 

和田 百合 
社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会 

局長補佐 

（平成 26 年 3 月 25 日現在 五十音順 敬称略） 

（オブザーバー） 

笠井 熱史 
神奈川県保健福祉局地域保健福祉部地域福祉課 

グループリーダー 

石川 衣沙子 
神奈川県保健福祉局地域保健福祉部地域福祉課 

主任主事 

遠藤 年彦 
社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 

 事務局長代理 

 

（事務局） 

齋藤 計好 
（社福）神奈川県社会福祉協議会 

かながわ権利擁護相談センター 所長 

小野 真由美 
（社福）神奈川県社会福祉協議会かながわ権利擁護相談センター 

かながわ成年後見推進センター 副主幹 

中田 栄二 
（社福）神奈川県社会福祉協議会かながわ権利擁護相談センター 

かながわ成年後見推進センター 相談員 

西谷 あけみ 
（社福）神奈川県社会福祉協議会かながわ権利擁護相談センター 

かながわ成年後見推進センター 相談員 

福永 千恵 
（社福）神奈川県社会福祉協議会かながわ権利擁護相談センター 

かながわ成年後見推進センター 相談員 
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市民後見人養成あり方検討会 検討経過 

 

開催日程 検討内容等 

 

平成 24 年 7 月 6 日（金） 

（第１回） 

市民後見人養成及び検討スケジュールについて 

主要論点の整理の方向について 

平成 24 年 8 月 20日（月） 

（第２回） 

主要論点の整理（素案）について 

・主要論点の整理の方向について 

・就任・活動類型別の養成・支援について 

「市民後見講座（基礎）」の実施案について 

平成 24 年 10 月 5日（金） 

（第３回） 

市民後見人養成事業に関する市町村意向確認調査について 

主要論点の整理（素案）について 

・主要論点の整理の方向について（継続検討） 

・養成、就任支援及び活動支援について 

「市民後見講座（基礎）」の実施案について（継続検討） 

  

平成 24 年 11月 8日 

「神奈川県における市民後見人養成のあり方について（中間とりまとめ）」公表 

平成 25 年 3 月 22日（金） 

（第４回） 

「市民後見人養成講座（基礎研修）」の実施状況について 

検討会報告（市民後見人養成のあり方・第一次報告）について 

平成 25年 3月 29日 

「神奈川県における市民後見人養成のあり方について（第一次報告）」公表 

平成 25 年 7 月 8 日（月） 

（第５回） 

市民後見人養成事業の実施状況等について 

検討課題 

・実践研修から継続研修（現任者研修）を含めた養成カリキュラムの体

系的な検討 

・後見サポーター・市民後見人と被後見人等本人の相互にとって最適

な組み合わせとなるような調整を図ることができる基盤について 

平成 25 年 9 月 26日（木） 

（第６回） 

市民後見人養成事業の実施状況等について 

検討課題 

・実践研修から継続研修（現任者研修）を含めた養成カリキュラムの体

系的な検討（継続検討） 

・後見サポーター・市民後見人と被後見人等本人の相互にとって最適

な組み合わせとなるような調整を図ることができる基盤について（継

続検討） 

・法人後見を行う社会福祉協議会における専門的な人材の配置・育

成等や後見監督機能について 

・複数市町村を対象とした「広域実施」の考え方について 

平成 26 年 3 月 25日（火） 

（第７回） 

市民後見人養成講座（基礎研修及び実践研修）の実施状況について 

検討会報告（市民後見人養成のあり方）について 
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